
工事責任者・作業責任者制度の充実

①永久資格から更新資格制度化「技能向上義務講習」とする
　　今回は、「工事・作業のＲＡ」の受講者（３Ｈ）に資格更新として認可
②新規講習は教育内容変更（作責者と重複分を削除ＲＡに充当）
③専門講師の受講資格要件追加　⇒作業責任者専門講師・修了者を追加
④資格取得要件の軽減　⇒③実務経験・作責者3年から

 
1年以上に変更

「工事責任者」制度の見直し強化

①リスクアセスメントの追加教育を「更新教育」の中で実施していく
　　　　　「更新教育」の時間　半日　⇒一日教育に見直す
②教育内容見直し（ＲＡの単元内容）

「作業責任者」制度の見直し強化



資格取得要件の追加

「作責者教育」修了者に止まらず

作責専門講師養成講座・修了者と

資格取得要件

①「RST講座」又は「CFT講座」修了者

②「作業責任者教育」修了者

③実務経験 作業責任者 3年以上

工事責任者専門講師

資格取得要件

①工事責任者専門講師

②「講師研修会」修了者

③協力会・講習分科会長の指名者

講師会

工事責任者
資格取得要件の軽減

③実務経験（①②は 変）を

技能向上義務講習

H.21.5/末迄未受講者

は資格を失効とする

①講師指導要綱作成 4/15 

②カリキュラム設定

工事・作業のRA教育

演習による訓練

講師会講師が実施

工事責任者・作業責任者教育制度の見直し計画

工事・作業リスクアセスメントの推進

平成21年 4月 2日

トヨタ自動車安全衛生協力会

部会毎に開催

各専門講師が実施

工事・作業のRA教育

3H 追加教育･･･５/末

(H.21.3末の有資格者)

現在のルール 今回の制度改革

　　 とする･･･H22.3迄の猶予を認める
　　 (作責の更新は従来通り必須とする)

協力会が実施

   

資格取得要件

①「工事責任者教育」修了者

②「作業責任者教育」修了者

③実務経験 作業責任者 3年以上

工事責任者 ③実務経験（①②は不変）を

作業責任者 1年以上に変更

工事・作業のRA教育

単元の充実

工事・作業のRAの教育

単元の充実と1日教育

教育内容・時間の見直し

資格取得要件

①「RST講座」又は「CFT講座」修了者

②「作業責任者教育」修了者

③実務経験 作業責任者 3年以上

作業責任者専門講師

資格取得要件

①「職長教育＋作業

②実務経験

・大卒、高専卒は

・23歳以上で 5年

③「高所」「感電」

責任者教育」修了者

3年

資格取得者

作業責任者

作業責任者

「更新」 5年

教育内容・時間の見直し

作業責任者専門講師

「更新」 4年

各種の機関で開催

講師会講師が実施

協力会が実施

講師会講師が実施

技能向上義務講習

H.22.3末迄未受講者は

資格を失効とする

工事・作業のRA教育

3H 追加教育･･･H22.3迄

H21.11.6から実施

H22.2.4から実施

（協力会主催更新教育より）
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